
牡ヒｙ悵示第 １４ そ　　　　　　　　　　　　匹う１
愾ゾ
価　　告

下記森林について、森林経営管ミ法第４ 条第 １項の規定に より 経営管ミ権集積牡画を定めたため、鶚

法第 ７条第１ 項の規定によ ち価告する。

なお、定めた経営管ミ権集積計画については、下笥場所において縦覧に供する。

令和 ５年 １ヂｊ　２４　日

東北ぢ長　 兵頭　 誠亀

記

１　 経営管ミ権集積牡画の対象森林

整ミ番号 所在 ・竟番 林班 ・ノ」ヽ班 地目 面積 （ｈ ａ）
経営管ミ権の

存続期笥
備考

集鬼

Ｒ４ －１

大字奈良

２０ ７－１

１８ －６ －１

保安林

０． ７５

５年

（２ ０２ ３． ２． １～ ２０ ２８ ．１ ．３ １）
１８－６－２ ０． ７９

１８ －６ －３ ０． ３９

２　 縦覧場所　　　 鬼ｔＦ森林対策ま八び鬼北 剛‘ホームページ

３　 本ぬ告により 、鬼ｔりこ経営管を権が、 森林所有者に経営管を受ＥａＥ権がそれぞれ鼈定される。

以上


